
京都市民営水道施設改良補助金交付要綱 
 
（目的） 
第1条 この要綱は、京都市補助金等の交付等に関する条例（以下「条例」という。）及び京

都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、京都市水道事業条例第 1
条に規定する水道事業により現に水の供給が行われていない地域（以下「給水区域外地域」

という。）において水道施設の改良を行う組合等に対する補助金の交付に関し必要な事項を

定めることにより、給水区域外地域における水道水の安定供給に寄与することを目的とする。 
（定義） 
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 
（1） 民営水道 給水区域外地域において組合等が設置した取水施設、貯水施設、導水施設、

浄水施設、送水施設及び配水施設（以下「民営水道施設」という。）により、水を人の

飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。 
（2） 組合等 民営水道により水の供給を受ける者から成る組合又はそれに準じる組織を

いう。 
（3） 施設改良 民営水道施設の改修、取替え又は増設をいう。 

（交付の対象） 
第3条 補助金は、組合等が行う施設改良に要する費用のうち、市長が適当と認めるものを、

予算の範囲内において交付する。 
（補助金の額） 
第4条 補助金の額は、前条に規定する市長が適当と認める施設改良に要する費用の額に 3 分

の 2 を乗じて得た額（当該額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）の範囲

内において別に定める額とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限り

でない。 
（交付の申請） 
第5条 条例第９条の規定による申請は、事業開始までに京都市民営水道施設改良補助金交付

申請書（第 1 号様式。以下「申請書」という。）に、次の各号に掲げる書類を添えて行わな

ければならない。 
（１）施設改良に要する費用の見積書 
（２）組合等の収支計画書 
（３）組合等の規約及び役員名簿 
（４）位置図 
（５）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書 

（標準処理期間） 
第6条 市長は、前条による申請書が到達してから３０日以内に条例第１０条各項の決定をす



るものとする。 
（申請事項等の変更） 
第7条 条例第１２条第１項の規定による通知を受けた組合等は、申請書又はその添付書類に

記載した事項を変更し、又は事業を中止しようとするときは、京都市民営水道施設改良事業

変更中止申請書（第 2 号様式）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 
（事業完了の届出） 
第8条 条例第１８条の規定による実績報告は、京都市民営水道施設改良事業完了届（第 3 号

様式）に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。 
（１）組合等の収支報告書 
（２）事業実施状況を確認できるもの（状況写真、報告資料等） 
（３）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書 

（補則） 
第9条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な

事項は、総合企画局プロジェクト・デジタル化戦略担当局長が定める。 
附 則 

この要綱は、決定日（平成 10 年 10 月 28 日）から施行する。 
附 則 

この要綱は、決定日（平成 30 年 4 月 1 日）から施行する。 
附 則 

この要綱は、決定日（令和 3 年 8 月 11 日）から施行する。 
附 則 

この要綱は、決定日（令和 8 年 4 月 1 日）から施行する。 



第 1 号様式（第 5 条関係） 
 

京都市民営水道施設改良補助金交付申請書 

（あて先） 京  都  市  長 年  月  日 

申請者の住所（法人にあっては、主たる事務

所の所在地） 

申請者の氏名（法人にあっては、名称及び代表

者名） 

 

電話番号（   －     ） 

 

 京都市民営水道施設改良補助金交付要綱第 5 条の規定により補助金の交付を申請します。 

民 営 水 道 の 所 在 地  

事 業 の 内 容  

事 業 実 施 予 定    年  月  日から    年  月  日まで 

総 事 業 費  

補 助 対 象 事 業 費  

補 助 金 交 付 申 請 額  

備 考  

 



第 2 号様式（第 7 条関係） 
 

京都市民営水道施設改良事業変更中止申請書 

（あて先） 京  都  市  長 年  月  日 

申請者の住所（法人にあっては、主たる事務所

の所在地） 

申請者の氏名（法人にあっては、名称及び代

表者名） 

 

電話番号（   －     ） 

 

                            □変更 

京都市民営水道施設改良補助金交付要綱第 7 条の規定により     の承認を申請します。 

                            □中止 

民 営 水 道 の 所 在 地  

事 業 の 内 容  

交 付 決 定 日      年  月  日 

変更の理由及び内容又は

中 止 の 理 由 
 



第 3 号様式（第 8 条関係） 
 

京都市民営水道施設改良事業完了届 

（あて先） 京  都  市  長 年  月  日 

届出者の住所（法人にあっては、主たる事務所

の所在地） 

届出者の氏名（法人にあっては、名称及び代

表者名） 

 

電話番号（   －     ） 

 

 京都市民営水道施設改良補助金交付要綱第 8 条の規定により補助事業が完了しましたので

届け出ます。 

民 営 水 道 の 所 在 地  

事 業 の 内 容  

事 業 完 了 日      年  月  日 

備 考  

 


